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頑
顔

眼
眼
眼
眼
眼
眼
眼
眼
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襖 鴬横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

導
中
心
。
②
特
別
支
援
学
級
介
助
員

…
鉦
～
鞘
（
実
働
１
日
あ
た
り
５
時

間
か
７
時
間
）。③
音
楽
非
常
勤
講
師

…
鉦
～
鞘
の
８
時
　
分
～
　
時
（
実

15

17

働
　
時
間
）。い
ず
れ
も
教
員
免
許
状

40
（
③
は
中
学
校
音
楽
）
必
要
。
有
給

休
暇
あ
り
。
通
勤
手
当
支
給
。
社
会

保
険
加
入
は
勤
務
時
間
に
よ
る
。
４

月
１
日
以
降
、
欠
員
分
を
採
用
。
問

学
校
教
育
課

◆
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係

図
書
の
縦
覧
　
平
成
　
年
　
月
　
日

19

12

21

付
で
、
野
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地

区
を
変
更
。
関
係
図
書
は
都
市
計
画

課
で
縦
覧
可
。
問
都
市
計
画
課

◆
野
田
市
公
共
下
水
道
事
業
計
画
の

変
更
の
案
の
縦
覧
　
１
月
７
日
鉦
～

　
日
鉦
下
水
道
課
で
。
区
域
の
追
加

21や
幹
線
ル
ー
ト
の
変
更
な
ど
の
案
。

期
間
中
は
意
見
書
の
提
出
可
。
問
下

水
道
課

◆
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の

登
録
申
請
　
選
挙
人
資
格
は
、
昭
和

　
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
市

63民
で
、　
ア
ー
ル
以
上
を
耕
作
す
る

10

方
か
年
間
約
　
日
以
上
耕
作
に
従
事

60

す
る
同
居
親
族
。
１
月
　
日
障
ま
で

10

に
農
業
委
員
会
へ

◆
野
田
市
成
人
式
　
１
月
　
日
鉦
　

14

10

時
　
分
か
ら
総
合
公
園
体
育
館
で
。

30
昭
和
　
年
４
月
２
日
～
　
年
４
月
１

62

63

日
生
ま
れ
の
方
。
市
外
に
住
民
登
録

の
あ
る
出
席
希
望
者
は
事
前
に
社
会

教
育
課
へ

◆
工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を
　
経

済
産
業
省
で
、
製
造
業
を
営
む
事
業

所
を
対
象
に
実
施
。
１
月
中
旬
か
ら

「
調
査
員
証
」
を
携
行
し
た
調
査
員

が
、
調
査
票
を
受
け
取
り
に
事
業
所

を
訪
問
。
問
行
政
管
理
課

◆
野
田
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議

会
の
傍
聴
　
１
月
　
日
鐘
　
時
　
分

16

18

30

（
受
付
は
　
時
～
　
時
　
分
）か
ら
市

18

18

30

役
所
２
階
中
会
議
室
で
。先
着
５
人
。

　
１
月
　
日
障
ま
で
の
納
期
の
市
税

31

な
ど
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
市
県
民
税（
普
通
徴
収
４
期
）

②
国
民
健
康
保
険
税（
７
期
）

③
介
護
保
険
料（
７
期
）

　
最
寄
り
の
金
融
機
関
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
①
は
収
税
課
収
納
係
、

②
は
国
保
年
金
課
保
険
税
係
、
③
は

高
齢
者
福
祉
課
介
護
給
付
係

時
～
　
時
。電
話
予
約（
３
日
前
ま
で
）

16

ひ
ば
り
教
育
相
談（
青
少
年
セ
ン
タ
ー
☎
７
１
２
５
 
８
０
８
８
）

◆
教
育
相
談
　
不
登
校
な
ど
。青
少
年
セ
ン
タ
ー
＝
鉦
～
鞘
９
時
～

　
時
　
分（
電
話
・
面
談
・
訪
問
）

16

30

ひ
ま
わ
り
教
育
相
談（
野
田
幼
稚
園
☎
７
１
２
２
 
２
４
５
０
・
関
宿
 

南
部
幼
稚
園
☎
７
１
９
８
 
２
０
７
５
）

◆
教
育
相
談
　
こ
と
ば
や
発
達
の
遅
れ
な
ど
。野
田
幼
稚
園
＝
第
２

・
４
障
、関
宿
南
部
幼
稚
園
＝
第
１
・
３
障
。い
ず
れ
も
　
時
～
　

10

14

時
　
分
。電
話
予
約（
　
時
～
　
時
　
分
）

30

14

17

15

社
会
福
祉
協
議
会（
☎
７
１
２
４
 
３
９
３
９
）

◆
心
配
ご
と
相
談
　
日
常
生
活
の
中
で
の
悩
み
や
困
り
ご
と
な
ど
。

総
合
福
祉
会
館
＝
第
１
鞘
・
毎
週
鍾
　
時
～
　
時

13

16

◆
バ
リ
ア
フ
リ
ー
住
宅
等
相
談
　
住
宅
改
修
や
福
祉
機
器
の
相
談
。 

□市 
市
民
相
談
室
＝
第
２
障
　
時
　
分
～
　
時
。総
合
福
祉
会
館
＝
第

13

30

16

４
障
　
時
～
　
時

13

16

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
☎
７
１
２
３
 
１
０
８
４
）

◆
消
費
生
活
相
談
　
購
入
し
た
品
物
の
苦
情
や
問
合
せ
な
ど
。
鉦
～

鞘
　
時
～
　
時

10

16

男
女
共
同
参
画
課（
市
役
所
内
）

◆
女
性
の
た
め
の
相
談
　
□市 
５
階
＝
第
１
～
４
障
。野
田
公
民
館（
欅

の
ホ
ー
ル
３
階
）＝
第
２
上
。い
ず
れ
も
　
時
～
　
時
。電
話
予
約

10

16

（
電
話
相
談
も
可
）

社
会
福
祉
課（
市
役
所
内
）

◆
障
害
者
総
合
相
談
・
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
　
障
害
者
の
相
談
か
ら

就
労
支
援
ま
で
　
□市 
１
階
＝
鉦
～
鞘
８
時
　
分
～
　
時
　
分

30

17

15

◆
専
門
相
談
　
□市 
１
階
＝
　
時
　
分
～
　
時
…
生
活
療
育（
　
日
）、

13

30

16

10

住
宅
改
造
等（
　
日
）、発
達
教
育（
　
日
）、こ
こ
ろ
の
生
活（
　

17

21

22

日
）、就
労
者
生
活（
　
日
）、生
活
支
援（
　
日
）。電
話
予
約

24

31

◆
当
事
者
・
関
係
者
相
談
　
□市 
１
階
＝
　
時
～
正
午
…
視
覚
障
害

10

者（
８
日
）、知
的
障
害
者（
９
日
）、ろ
う
あ
者（
　
日
）／
　
時
　

15

13

30

分
～
　
時
　
分
…
聴
覚
障
害
者（
８
日
）、身
体
障
害
者（
９
日
）、

15

30

精
神
障
害
者（
　
日
）。電
話
予
約

15

あ
さ
ひ
育
成
園（
☎
７
１
２
２
 
７
１
５
９
）

◆
外
来
療
育
相
談
　
就
学
前
の
身
体
発
達
の
遅
れ
な
ど
。第
１
・
３

障
　
時
～
　
時
。電
話
予
約（
鉦
　
時
～
　
時
）

15

17

16

17

こ
だ
ま
学
園（
☎
７
１
２
２
 
２
９
１
６
）

◆
外
来
療
育
相
談
　
就
学
前
の
知
的
発
達
の
遅
れ
な
ど
。第
１
・
３

鍾
　
時
～
　
時（
希
望
で
第
２
・
４
鍾
　
時
～
　
時
に
集
団
療

15

17

14

16

育
）。電
話
予
約（
鉦
　
時
～
　
時
）

16

17

そ
の
他
の
相
談

◆
行
政
書
士
無
料
相
談
　
相
続
手
続
や
法
人
設
立
な
ど
。　
日
鞘
　

18

10

時
～
　
時
。欅
の
ホ
ー
ル
４
階
第
一
集
会
室
。問
千
葉
県
行
政
書

14

士
会
東
葛
支
部
・
有
馬
☎
７
１
２
１
 
２
８
８
１

◆
登
記
無
料
相
談
　
相
続
登
記
や
土
地
建
物
登
記
な
ど
。８
日
鍾
９

時
　
分
～
　
時
　
分
。□市 
市
民
相
談
室
。前
日
ま
で
に
問
合
せ
先

30

15

30

に
電
話
予
約
。問
野
田
地
区
司
法
書
士
会
、土
地
家
屋
調
査
士
会

・
林
☎
７
１
２
８
 
０
０
６
１

―
―

―

―

―

―

―

―

―

 市
税
な
ど
の
納
期（
１
月
）

護
課
☎
　（
　
）２
９
７
２

043
223

◆
市
民
交
通
傷
害
保
険
　
保
険
期
間

は
４
月
　
日
鐘
ま
で
。１
人
２
口（
１

30

口
月
額
　
円
）
ま
で
加
入
可
。
印
鑑

70

と
保
険
料
を
持
参
し
、
市
民
生
活
課

か
関
宿
支
所
へ
。
問
市
民
生
活
課

◆
戦
没
者
等
の
遺
族
へ
特
別
弔
慰
金

　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族
に
、

額
面
　
万
円
（
　
年
償
還
）
の
記
名

40

10

国
債
を
支
給
（
平
成
　
年
４
月
１
日

17

現
在
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な

ど
を
受
け
て
い
る
場
合
を
除
く
）。請

求
期
限
は
３
月
　
日
鉦
ま
で
。
問
社

31

会
福
祉
課

◆
還
付
金
詐
欺
に
注
意
　
官
公
庁
職

員
を
装
い
、「
医
療
費
の
還
付
金
が
あ

る
」
と
電
話
を
か
け
、
金
融
機
関
の

Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
現
金
を
振
り
込
ま
せ
る

「
振
り
込
め
詐
欺
」が
市
内
で
発
生
。

不
審
な
電
話
は
野
田
警
察
署
☎
７
１

２
５
 
０
１
１
０
へ
連
絡
を
。

―

当
日
会
場
受
付
。
問
国
保
年
金
課

◆
国
有
地
の
売
却
　
①
清
水
字
清
水

前
　
 
２
の
　
・
　
平
方
メ
ー
ト
ル
。

110

400
37

②
野
田
字
地
蔵
脇
　
 
５
の
　
・
　

711

428

07

平
方
メ
ー
ト
ル
。
い
ず
れ
も
宅
地
、

第
１
種
住
居
地
域
。
現
場
説
明
予
定

日
は
１
月
　
日
障
①
は
　
時
、
②
は

17

10

　
時
国
土
交
通
省
江
戸
川
河
川
事
務

14所
集
合
。
入
札
予
定
日
は
２
月
１
日

鞘
。
問
同
所
経
理
課
☎
７
１
２
５
 

７
３
１
２

◆
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
入
会
説
明
会
　
１
月
　
日
障
　

24

10

時
～
正
午
総
合
福
祉
会
館
で
。
育
児

の
応
援
を
受
け
た
い
方
と
し
た
い
方
。

事
前
に
電
話
か
フ
ァ
ク
ス
で
同
セ
ン

タ
ー
☎
７
１
２
６
 
５
０
５
０
・
思

７
１
２
６
 
５
０
５
１
へ

◆
２
月
　
日
ま
で
狩
猟
期
間
　
利
根

15

川
沿
い
の
一
部
地
域
で
は
銃
猟
も
解

禁
。
事
故
の
な
い
よ
う
、
安
全
な
狩

猟
の
心
が
け
を
。
問
千
葉
県
自
然
保

―

―

―

―

―

頑 顔眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼

頑
顔

眼
眼
眼
眼
眼
眼
眼
眼
眼
眼
眼
眼

　
う
つ
病
は
珍
し
い
病
気
で
は
な
い

　
う
つ
病
は
、
ゆ
う
う
つ
感
や
無
気
力
な
状
態
が
長
い

期
間
回
復
せ
ず
、
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
う
病
気
で
す
。

　
気
分
が
落
ち
込
む
こ
と
や
い
ら
い
ら
す
る
こ
と
な
ど

の
「
こ
こ
ろ
の
不
調
」
だ
け
で
な
く
、
だ
る
さ
、
不
眠
、

食
欲
低
下
、
頭
痛
な
ど
の
「
か
ら
だ
の
不
調
」
も
み
ら

れ
ま
す
。

　
う
つ
病
は
誰
に
で
も
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
決
し
て

め
ず
ら
し
い
病
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
厚
生
労
働
省
が
行
っ
た
最
近
の
研
究
で
は
、
日
本
人

に
お
け
る
う
つ
病
の
有
病
率
は
６
・
５
パ
ー
セ
ン
ト
と

報
告
さ
れ
て
お
り
、
日
本
人
の
　
人
に
１
人
は
、
一
生

15

に
１
度
は
う
つ
病
に
か
か
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
ま
た
、
女
性
の
う
つ
病
の
有
病
率
は
８
・
３
パ
ー
セ

ン
ト
で
あ
り
、
男
性
の
う
つ
病
の
有
病
率
４
・
２
パ
ー

セ
ン
ト
と
比
較
す
る
と
、
２
倍
も
う
つ
病
に
な
り
や
す

い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
Ｍ
・
Ｎ
）

凶


